
労働保険徴収法

過去問題集の使い方
平成26年度～令和５年度の問題は類似出題でもすべて掲載しています。
問１～問３は労災保険法、問４～問６は雇用保険法で出題された問題です。

分野別・条文別に編集
分野別・条文別に編集してあるので、自分が理解できているかの確認が可能
です。

法改正に完全対応
法改正に完全対応しています！

難易度をランク分け
□□□　確実に押さえたいテーマ
□□　　余裕があれば押さえる
□　　　参考程度に見ておく

一問一答形式
一問一答形式に分解して編集されており、どの条文からどれくらい出題され
ているのかがわかり、試験傾向をつかめます。

記述式で問題を掲載
選択式については、記述式で問題を掲載。各法律の最終ページに10年分を掲載。
選択式・択一式問題共に、条文そのままの出題で、かつ過去に選択式で出題
されたことのある問題は解説ページにて選択式の出題年度を枠で囲んでいま
す。選択式で狙われやすい条文を確認できます。
例：

解答・解説
解説ではキーワードを赤字にしています。
出題ポイントを的確に把握できているか確認することができます。

令和５年度選択式【Ｂ】
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 総　則

§1 総　則

目　的［１条］
□□□ 【問 】 労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の

保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な
事項を定めている。

定　義［２条］
〈賃　金〉
□□□ 【問 】 一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する

すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる賃金であっ
て厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。

□□□ 【問 】 労働保険徴収法第２条第２項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われ
る賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第３条により「食事、被服及び住居の利益の
ほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされ
ている。

□□□ 【問 】 労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、
食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の
定めるものも含むものとされている。

□□□ 【問 】 労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価
に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることと
されている。

□□□ 【問 】 労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称
のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの（通貨以外のもので
支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。）であり、労働
基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇
予告手当は賃金に含まれない。

□□□ 【問 】 労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対
する補償であり、労働の対償ではないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含め
ない。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についても、その超
えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。

総　則
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 総　則

§1 総　則

目　的［１条］
【問 】 （令和２年度　　問４－Ｄ）
○　　　徴収法１条
設問のとおり。条文（徴収法１条（趣旨））とおりである。

定　義［２条］
〈賃　金〉
【問 】 （平成17年度　　問２－Ａ）
×　　　徴収法２条２項　11条２項
徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償と
して事業主が労働者に支払うもの（通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定め
る範囲外のものを除く。）をいい、臨時に支払われる賃金は、賃金総額に含まれる。

【問 】 （令和元年度　　問６－Ｃ）
○　　　徴収法２条２項　徴収則３条
設問のとおり。なお、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生
労働大臣が定める（徴収法２条３項）。

【問 】 （平成19年度　　問５－Ｄ）
○　　　徴収法２条２項・３項　徴収則３条
設問のとおり。なお、通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働大臣
が定める。

【問 】 （令和５年度　　問６－Ａ）
×　　　徴収法２条３項
「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」ではなく、「厚生労働大臣」が定める。

【問 】 （平成24年度　　問１－Ａ）
○　　　徴収法２条２項　昭和51年労徴発12号　昭和25年基発127号
設問のとおり。他にも退職金、慶弔見舞金、労基法76条の規定に基づく休業補償等も賃金に含めな
い。

【問 】 （平成26年度　　問１－エ）
○　　　徴収法２条　昭和25年基収3432号
設問のとおり。他にも退職金、慶弔見舞金、解雇予告手当等も賃金総額に含めない。
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□□□ 【問 】 雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定
めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、
労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。

□□□ 【問 】 遡って昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合に
おいて、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ
及びその計算方法が決定しており、ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されて
いないというものであるならば、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、
賃金として取り扱われる。

□□□ 【問 】 労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料
は、徴収しない。

□□□ 【問 】 労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業
主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保
険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。

□□□ 【問 】 慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支
払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

□□□ 【問 】 住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供
与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一
律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。

□□□ 【問 】 退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものにつ
いては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。

□□□ 【問 】 労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せする
など前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入す
る。
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【問 】 （平成26年度　　問１－ウ）
○　　　徴収法２条　昭和51年労徴発12号
設問のとおり。労働者が負担すべき社会保険料等を事業主が負担した場合は賃金として取り扱われ、
賃金総額に含めるものとする。

【問 】 （平成29年度　　問１－Ｂ）
○　　　徴収法２条２項
設問のとおり。支払義務が確定しているので、賃金として取り扱われる。

【問 】 （平成29年度　　問１－Ｃ）
×　　　徴収法２条２項
被保険者が死亡した場合であっても、死亡前の労働の対償としての賃金の支払義務は確定しているの
で、当該賃金に対する保険料は徴収される。

【問 】 （平成29年度　　問１－Ｄ）
○　　　徴収法２条２項
設問のとおり。会社が全額負担する生命保険の掛金であるため、賃金とは認められない。

【問 】 （平成26年度　　問１－イ）
○　　　徴収法２条　昭和25年基発127号
設問のとおり。慶弔見舞金は労働協約等によって事業主にその支給が定められている場合でも賃金に
はならない。

【問 】 （平成29年度　　問１－Ｅ）
○　　　徴収法２条２項
設問のとおり。設問の住居の利益は賃金とならない。なお、住居施設が供与されない者に対して、定
額の均衡手当が支給されている場合は、住居施設等の供与の利益が明確に評価されることになるの
で、その評価額を限度として住居施設等の供与の利益は賃金となる。

【問 】 （平成24年度　　問１－Ｂ）
○　　　徴収法２条２項　昭和25年基発127号
設問のとおり。他にも解雇予告手当、慶弔見舞金、労基法76条の規定に基づく休業補償等も賃金総
額に含めない。

【問 】 （平成29年度　　問１－Ａ）
○　　　徴収法２条２項　平成15年基徴発1001001号
設問のとおり。なお、退職を事由に支払われる退職金又は事業主の都合等により退職前に一時金とし
て支払われるものは、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金に含まれない。

8　

9　

10　

11　

12　

13　

14　

15　



- 10 -

事務の所轄等と事業の種類［39条、則１条］
〈一元適用事業と二元適用事業〉
□□□ 【問 】 労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険

の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保
険徴収法を適用する事業（いわゆる二元適用事業）として、都道府県及び市町村の行う
事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定さ
れている。

□□□ 【問 】 労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたも
のであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用
労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することと
している。

□□□ 【問 】 労働保険徴収法第39条第１項においては、「国、都道府県及び市町村の行う
事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係
及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とさ
れている。

□□□ 【問 】 国の行う事業（「国の直営事業」及び「労働基準法別表第１に掲げる事業を
除く官公署の事業」）については、二元適用事業とはならない。

□□□ 【問 】 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾（その水域は、港湾労働法
施行令別表で定める区域とする。）における港湾労働法第２条第２号の港湾運送の行為
を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに
別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。

□□□ 【問 】 立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。

〈事務の所轄〉
□□□ 【問 】 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しない

もの（雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。）に関する保険関係
成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。

□□□ 【問 】 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するも
のに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。
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事務の所轄等と事業の種類［39条、則１条］
〈一元適用事業と二元適用事業〉
【問 】 （平成19年度　　問５－Ｂ）
×　　　徴収法39条　徴収則70条
二元適用事業には、設問のほか、「６大港において港湾運送の行為を行う事業」、「建設の事業」も該
当するが、事業主の申請に基づき厚生労働大臣が認可した事業は含まれない。

【問 】 （平成26年度　　問４－Ｂ）
○　　　徴収法39条　徴収則70条
設問のとおり。二元適用事業には、設問のほか「６大港において港湾運送の行為を行う事業」「建設
の事業」「農林水産の事業」も該当する。

【問 】 （平成24年度　　問１－Ｅ）
×　　　徴収法39条１項
都道府県又は市町村の行う事業は二元適用事業とされているが、国の行う事業には労災保険の適用の
余地がないため、二元適用事業とされていない。

【問 】 （平成26年度　　問４－Ｃ）
○　　　徴収法39条２項
設問のとおり。国の行う事業には労災保険の成立する余地がないので、二元適用事業とはならない。

【問 】 （平成21年度　　問３－Ｂ）
○　　　徴収法39条　徴収則70条　港湾労働法施行令１条　２条
設問のとおり。６大港において港湾運送の行為を行う事業は当該事業を労災保険に係る保険関係と雇
用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業（二元適用事業）に該当す
る。

【問 】 （平成21年度　　問３－Ｅ）
×　　　徴収法39条１項　徴収則70条
立木の伐採の事業（林業の事業）は二元適用事業に該当する。

〈事務の所轄〉
【問 】 （平成28年度　　問４－Ａ）
○　　　徴収則１条１項２号
設問のとおり。なお、労働保険事務組合に事務処理委託をする事業の場合、「所轄公共職業安定所長」
に提出しなければならない。

【問 】 （平成28年度　　問４－Ｂ）（平成23年度　　問５－Ａ類似出題）
○　　　徴収則１条１項３号
設問のとおり。なお、労働保険事務組合に事務処理委託をしない事業の場合、「所轄労働基準監督署
長」に提出しなければならない。
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□□□ 【問 】 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合にお
いて、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、
この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。

□□□ 【問 】 労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業
務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労
働局長である。

□□□ 【問 】 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するも
のに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
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【問 】 （平成28年度　　問４－Ｃ）
○　　　徴収則１条１項３号　徴収則附則２条１項
設問のとおり。雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入を申請する際の任意加入申請書
は所轄公共職業安定所長を経由して、都道府県労働局長へ提出する。

【問 】 （平成28年度　　問４－Ｄ）
○　　　徴収則１条１項１号　76条
設問のとおり。設問のほかにも、労働保険関係事務に関する書類（労働基準監督署長及び公共職業安
定所長が所轄する事務に関する書類を除く）の提出先も所轄都道府県労働局長である。

【問 】 （平成28年度　　問４－Ｅ）
×　　　徴収則１条１項１号
「所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄都道府県労働局長」である。
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